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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遠隔医療撮像システム管理装置であって、
　撮像プロトコルに従って医用撮像データを取得するように構成される複数の医用撮像シ
ステムと、
-データリンクを介して前記複数の医用撮像システムに接続される中央ユニットと
を有し、前記中央ユニットは撮像プロトコルを有するデータベースを有し、前記中央ユニ
ットは、前記複数の医用撮像システムに撮像プロトコルを分配するように構成され、前記
遠隔医療撮像システム管理装置は、前記撮像プロトコルの適合が、前記複数の医用撮像シ
ステムの前記位置において制限されるように構成される、遠隔医療撮像システム管理装置
。
【請求項２】
　前記分配される撮像プロトコルは、標準化される撮像プロトコルを使用して標準化され
、前記複数の医療撮像システムに対して同様である、請求項1に記載の遠隔医療撮像シス
テム管理装置。
【請求項３】
　各々の前記複数の医用撮像システムの1つ又は複数の前記位置において現在の患者のた
めの撮像プロトコルの適合を可能にするように構成され、前記遠隔医療撮像システム管理
装置は、将来の患者の使用のための前記適合を保存することを禁止するように構成される
、請求項1又は2に記載の遠隔医療撮像システム管理装置。
【請求項４】
　1つ又は複数の前記医用撮像システムの位置において撮像プロトコルの適合を可能にし
、前記適合される撮像プロトコルを前記撮像プロトコルの新たなバージョンとしてデータ
ベースに保存するように構成される、請求項1又は2に記載の遠隔医療撮像システム管理装
置。
【請求項５】
　前記データベースは、ライセンスの使用が必要とされる撮像プロトコルの選択を有し、
前記遠隔医療撮像システム管理装置は、前記ライセンスが利用可能な前記医用撮像システ
ムへの撮像プロトコルの前記選択のみを分配するように構成される、請求項1乃至４の何
れか一項に記載の遠隔医療撮像システム管理装置
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【請求項６】
　前記遠隔医療撮像システム管理装置は、前記ライセンスが第2の医療撮像システムによ
って使用されていない場合、第1の医療撮像システムが前記ライセンスを使用することを
可能にするように構成される、請求項5に記載の遠隔医療撮像システム管理装置。
【請求項７】
　患者の状態に関する情報を有するデータベースをさらに有し、前記遠隔医療撮像システ
ム管理装置は、個々の患者の状態に基づいて、前記個々の患者の撮像プロトコルを自動的
に選択するようにさらに構成される、請求項1乃至６の何れか一項に記載の遠隔医療撮像
システム管理装置。
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